
 

 

 

フードバンク活動支援事業補助金 申請要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、物価高騰の影響により増加すると考えられる生活困窮者等に対し安定した食料

支援ができるよう、フードバンク活動を行う団体を対象として、予算の範囲内において、フー

ドバンク活動支援事業補助金（以下「補助金」という。）を申請するために必要な事項を定め

るものである。 

 

２ 業務の目的 

補助金の交付対象となる事業は、企業や一般家庭等から無償で食料の提供を受け、生活困窮

者等に対し無償で食料を提供する活動を行う団体を対象として、補助金を交付する。 

 

３ 補助対象事業 

（１）補助対象期間 

令和７年４月１日（火）～令和８年２月２８日（土） 

（２）事業に対する補助率及び対象経費等 

フードバンク活動支援事業補助金交付要綱の第４のとおりとする。 

 

４ 応募資格 

以下の（１）から（３）までに掲げる要件の全てを満たす者とする。 

（１）県内に事業所を有していること。 

（２）特定非営利活動法人、社会福祉法人、公益財団法人、一般社団法人、消費生活協同組合又

は農業協同組合のほか、知事が認める団体であること。 

（３）暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）第２条第２号に規定する暴力団又は同

条第４号に規定する暴力団員等（以下「暴力団等」という。）の統制の下にないこと。 

 

５ 申請期間 

令和７年７月２５日（金）～令和７年８月１５日（金） 

※当日まで事務局に必着 

 

６ 応募手続き 

申請する場合、下記により必要書類を提出すること。 

（１）申請書提出の流れ 

 

 

 

 

  

県ホームページから申請書

様式をダウンロード 

・申請書作成 

・申請内容確認 
・事務局宛てに提出 



 

 

 

（２）提出書類及び部数（各一部をア～カの番号順に並べて提出すること） 

ア 補助金申請書（様式第１号） 

イ 事業計画書（様式第２号） 

ウ 収支計画書（様式第３－１号又は様式第３－２号） 

エ 団体等概要活動状況・及び食料支援に係る補助金必要性説明書（様式第４号） 

オ フードバンク活動支援事業補助金申請確認チェックシート 

カ その他知事が必要と認めた書類（指示があった場合のみ提出） 

※ 上記ア～カ以外の添付資料は両面印刷や 2in1印刷で提出すること（紙提出の場合）。 

  通常事業分と特定地域分を併せて申請する場合は、ウについては様式第３－１号、第３

－２号の両方を提出すること。 

（３）提出期限 

令和７年８月１５日（金）午後５時（必着） 

（４）提出先 

〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町３丁目８番１号 

宮城県保健福祉部 社会福祉課 生活自立・支援班 

Email：syahuks@pref.miyagi.lg.jp 

（５）提出方法 

郵送、持参又は電子メールによる。 

持参の場合の受付時間は、平日の午前９時から午後５時までとする。郵送の場合は、封筒

に「申請書」と明記し、上記提出期限必着とする。電子メールの場合は、上記提出先のアド

レスにデータを添付して提出する。 

（６）留意事項 

ア 提出された書類について、提出後の差替え及び変更は認めない。ただし、県が補正を求

めた場合、又は補足書類の提出を求めた場合は、この限りでない。 

イ 提出された書類は返却しない。 

ウ 申請に要する経費は、すべて応募者の負担とする。 

 

７ 審査 

・ 申請受理後、本補助金の審査を行うため、資料の提出について不備や不足がないようにす

ること。 

・ 提出書類の不備や不足があった場合は補正や提出を求めた場合は速やかに対応すること。 

 

８ その他 

提出された補助金申請書等は、行政文書となるため、情報公開条例（平成１１年宮城県条例

第１０号）により開示請求があった場合、個人情報や企業情報などの非開示部分を除き、開示

することがある。 

 


